
書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人きいろいとり

1 事業実施の方針
設立初年度は、障害者の社会的・職業的自立の促進のための活動を中心に行う。具体的には、就労継

続支援B型の事業 (介護保険・障害給付請求、 eスポーツ、農作業等)を行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【5,940】 千円 )

つ

V

気E扇スiこ冨己澪配
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

障害者の 日常

生活及び社会

生活 を総合的

に支援するた

めの法律に基

づ く障害福祉

サービス事業

左記「障害福祉サービス事業の

具体的なサービス種別」は、就

労継続支援B型を行う。

具体的に以下の内容を行う。

・介護保険・障害給付請求

・Excel等基本ソフトの操作、

名刺作成、HP作成等
・ eスポーッ

(心身のリフレッシュの為)

※東大和市担当課と当事業の内容等に

ついて、調整した結果、了承を得て内

容が確定。

法 人 設
立後、
週 の平
日 5日
間

主た る

事務所

(活動に従事

するスタッ
フ人数
′管 理 者 ,

サ ビ管,他
の各 1名予
定)

東大和市お

よび周辺の

市

(利用契約す

る障害者の

人数 ′4月

からは 5名

、10月 から

は 8名予定)

(2,970千 円)

障害者の 日常

生活及び社会

生活 を総合的

に支援するた

めの法律に基

づ く障害福祉

サービス事業

左記「障害福祉サービス事業の

具体的なサービス種別」は、就

労継続支援B型を行う。

具体的に以下の内容を行う。

・農作業を通して心身の健康を

維持する。畑において野菜等の

栽培

※東大和市担当課と当事業の内容等に

ついて、調整した結果、了承を得て内

容が確定。

法 人設
立後、
週 の平
日 5日
間

知人が

所有す

る農地

(東京都東

大和市 に

所有、無

債で使用

可)

(活動に従事

するスタッ
フ人数
′管 理 者 ,

サ ビ管,他
の各 1名予
定)

東大和市お

よび周辺の

市

(利用契約す

る障害者の

人数 ′4月

からは 5名

、10月 から

は 8名予定)

(2,970千 円)



令和 8年度      事 業 計 画 書
特定非営利活動法人きいろいとり

1 事業実施の方針
令和 8年度は、障害者の社会的・職業的自立の促進のための活動を中心に行う。昨年度に引き続き、

就労継続支援B型の事業 (介護保険・障害給付請求、eスポーツ、農作業等)を行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【6,120】 千円 )
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定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

障害者の 日常

生活及び社会

生活 を総合的

に支援するた

めの法律に基

づ く障害福祉

サービス事業

左記「障害福祉サービス事業の

具体的なサービス種別」は、就

労継続支援B型を行う。

具体的に以下の内容を行う。

・介護保険。障害給付請求

・Excel等 基本ソフトの操作、

名刺作成、HP作成等
・ cスポーツ

(心身のリフレッシュの為)

※東大和市担当課と当事業の内容等に

ついて、調整した結果、了承を得て内

容が確定。

法 人設
立後、
週 の平
日 5日
間

主たる

事務所

(活動に従事

するスタッ
フ人数
′管 理 者 ,

サビ管,他
の各 1名予
定)

東大和市お

よび周辺の

市

(利用契約す

る障害者の

人数 ′8名

予定)

(3,060千 円)

障害者の 日常

生活及び社会

生活 を総合的

に支援するた

めの法律に基

づ く障害福祉

サービス事業

左記「障害福祉サービス事業の

具体的なサービス種別」は、就

労継続支援B型を行う。

具体的に以下の内容を行う。

・農作業を通して心身の健康を

維持する。畑において野菜等の

栽培

※東大和市担当課と当事業の内容等に

ついて、調整した結果、了承を得て内

容が確定。

法 人設
立後、
週 の平
日 5日
間

知人が

所有す

る農地

(東京都東

大和市 に

所有、無

償で使用

可)

(活動に従事

するスタッ
フ人数
′管 理 者 ,

サビ管,他
の各 1名予
定)

東大和市お

よび周辺の

市

(利用契約す

る障害者の

人数 ′8名

予定)

(3,060千 円)



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和7年度 活動予算書
設 立 ・ 定 款 変 更 用

(その他事業が上登場合)
特定非営利活動法人きいろいとり

円 )

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金 開業資金)
施設等受入評価益

l.300,000

300 000

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく障害福祉サービス事業

8,912,200

8.91 200

収益

受取利息
の他の収

10.212.200

A

発  , i用

旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費(パ ソコン、複合機、eスポーツ用の電子機器、農機具等)

印刷製本費
地代家賃

5.100B型 に る工賃 78() 000

0

0

0

240,000
0

600.000

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

(1)人

(2)そ の
会議費

1,800,000

1,800,000
0

720,000

彗理 i

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

1)人

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
旅費交通費
減価償却費
地代家賃

600,000
360,000
360,000
0

0

600,000

2

000

の他経

B

7.860.000

: 距 3A B当 期 経
C

D
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+
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)

正
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民間資金からの助成金

=輩
薔

災害損失

日
~~~~~~~~~~|     `:::

i          ′]ヽ

ヨ

1正 味
`留



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 ) 設 立 ・定款 変更 用

令和8年度 活動予算書 (その他事業が△塾場合)
特定非営利活動法人きいろいとり

正会員受取会費
贅助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

3~~更取所扇奎琴
~~~~

_國騒 :静かすのコぼ成を i・■瞼 彎レ

4 ●業収益
障害福祉サービス事業の給付 B.800.000

13800,000

そ の の

受取利息

0001

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

1.800.000
1.800.000

0

720.000

る 工B |

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費 (パソコン.複合機.eスホーツ用の電子機器.農機具等)
印刷製本費
地代家賃

0

0

0

240.000
0

600.000
840,000

の

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
旅費交通費
減価償却費
地代家賃

600.000
360.000
360.000

0

0

600.000

1.920.00

2 その

A

過年度損益修正益

災害損失
資産売

D

+

70 000′、税、 民税及
正

,1又 益 計
鰺 鶯 書 日

饉螢 ●

5.280.001
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